
社会資本総合整備計画（地域住宅計画）の事後評価報告シート

１.事後評価を実施した社会資本総合整備計画（地域住宅計画）
①計画の名称 青森県地域

②都道府県名 青森県

③計画作成主体 青森県及び青森市、弘前市、八戸市、五所川原市、十和田市、三沢市、むつ市、

つがる市、平内町、蓬田村、外ヶ浜町、鰺ヶ沢町、西目屋村、藤崎町、大鰐町、

中泊町、板柳町、鶴田町、野辺地町、七戸町、おいらせ町、六戸町、横浜町、

東北町、六ヶ所村、東通村、風間浦村、佐井村、五戸町、南部町、階上町

④計画期間 平成 18 年度 ～平成 22 年度

⑤計画の目標 『災害や居住環境への関心が広がる中、住宅の省エネ化、設備改善、耐震化等

を進めることにより、安全かつ健康的な住まい・まちづくりを実現する』

『バリアフリー化を促進し、誰もがともに安心して豊かな生活を送れる住ま

い・まちづくりを実現する』

『県民の住宅リフォームへの関心が高まってきているので、需要者が安心して

住宅をリフォームできる環境を整備する』

２.事後評価の内容
⑥実施体制・時期 青森県にて評価を行い、他の計画作成市町村へ意見を照会した上で確定（平成 24 年

３月）

⑦事後評価の結果 指標①：「耐震性が確認された住宅の割合」

定 義：昭和５６年以降に建てられた住宅と昭和５５年以前に建てられかつ耐震改

修工事を行った住宅の戸数の合計の全住宅戸数に対する割合

評価方法：住宅・土地統計調査資料を用いて算出

結 果：従前値: 66.6％（平成 17 年度）⇒目標値: 71.6％（平成 22 年度）

⇒実績値: 70.2％（平成 20 年）

結果の分析：耐震性が確認された住宅の割合については、住宅・土地統計調査（総務省）

から算出している。

平成 20 年に行われた直近の調査では、実績値 70.2％と、従前値に比較し

て 3.6 ポイント改善されていることから、着実に取組の成果が表れている。

指標②：「バリアフリーに対応した公営住宅の占める割合」

定 義：全ての公営住宅管理戸数に対しバリアフリーに対応した戸数の占める割合

評価方法：公営住宅管理実態調査から集計

結 果：従前値: 14.7％（平成 17 年度）⇒目標値: 18.7％（平成 22 年度）

⇒実績値: 16.2％（平成 22 年度）

結果の分析：従前値に比較して 1.5 ポイント改善されているものの、目標値達成はでき

なかった。

指標③：「住宅リフォーム相談窓口の設置数」

定 義：市町村に設置する住宅リフォーム相談窓口の設置件数

評価方法：設置件数の集計

結 果：従前値: ３箇所（平成 17 年度）⇒目標値: 38 箇所（平成 22 年度）

⇒実績値: 40 箇所

結果の分析：目標としていた全市町村（目標設定時には合併予定を考慮し 38 箇所として

いた）における相談窓口の設置が達成できた。

⑧結果の公表方法 県ホームページへの掲載及び計画作成市町村での公表

（別紙）



３．事後評価の結果を踏まえた今後の住宅施策の取組への反映等
⑨今後の住宅施策

の取組への反映

（事後評価の結果を踏まえ、次期地域住宅計画に反映すべき事項や目標を達成するための措

置等を記載。地域住宅協議会等において協議を行った場合はその旨を記載。）

・着実に耐震性の確保は進んではいるが、東日本大震災を受け、より一層地震対策が求めら

れている。引き続き、次期地域住宅計画にも目標として位置づけ、住宅の耐震化を進めてい

く。

・本県の高齢者（65 歳以上）の人口比率は平成 22 年（2010 年）で 25.7％であり、今後も高

齢化が進むと推計されており、より一層バリアフリー対応が求められている。次期地域住宅

計画では対象を公営住宅のみならず全住宅に拡大し、引き続き住宅のバリアフリー化の取り

組みを進めていく。

・全市町村に設置された相談窓口を活用しながら、既存住宅を安心してリフォームするため

に必要な工事費や事業者等に関する情報提供を行うとともに、良質な住宅ストックの形成と

リフォーム工事に係るトラブルの防止・救済を図るため、住宅性能の向上をともなうリフォ

ーム支援制度や保険等の周知に努めその普及促進を図る。

⑩その他 （特記すべき事項があれば記載）

※この事後評価は別添の社会資本総合整備計画（地域住宅計画）について行ったものである。



社会資本総合整備計画

地域住宅計画（平成２３年３月改訂、第２１回変更）

青森県
あ お も り け ん

地域
ち い き

平成２３年３月
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あ お も り し

、弘前市
ひ ろ さ き し

、八戸市
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、東通村
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さ い む ら

、五戸
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町
ち

、南部町
なんぶち ょう

、階上町
はしかみちょう



地域住宅計画

平成 18 ～ 22 年度

 １．地域の住宅政策の経緯及び現況
　当該地域（青森県）は、平成１５年１０月１日現在、人口約１４６万人、世帯数約４９万世帯、住宅数は約５６万戸で、空き家率が

約１３％と、住宅数が世帯数を数的には上回って充足している。

　本県の住宅政策については、第６期住宅建設五箇年計画以前は、県及び市町村共に公営住宅整備が事業の中心であったが、住宅マス

タープランが制度化された第７期住宅建設計画以降は、県及び多くの市町村では住宅マスタープランを策定し、これらのマスタープラ

ンの基本理念や目標に向かって、高齢化の進展やライフスタイルの変化などに伴って高度化・多様化する県民（地域住民）のニーズに

対応すべく福祉、地域振興などとの連携を図りつつ、総合的な施策に取り組んでいる。

　当該地域内の主要な住宅政策である公営住宅については、県営住宅及び市町村営住宅共に、経済の高度成長期である１９７０年代に

建設されたものが多く老朽化してきているが、現在も公営住宅に対する需要が高いことから、それぞれの財政状況が逼迫している状況

を踏まえ、既存ストックの有効活用が求められている。

　このようなことから、県営住宅の整備については、平成１６年度に、計画的な維持修繕や高齢社会対策を推進することを前提に、耐

用年限を目標に使用・管理するなどの４つの方針を定め、既存ストックの有効活用を図る方向に転換したところである。一方、市町村

においては、木造住宅及び旧簡易耐火構造平屋建てを中心に耐用年限を超えている公営住宅が未だ多く存在しているが、入居率も高い

状況にあることや少子高齢化の急速な進展等の社会経済情勢の変化に伴い、社会的弱者が多様化してきており、住宅のセーフティネッ

トとして、益々公営住宅の必要性が求められていることから、現在は建替えが事業の中心となっている。

　公営住宅の入居状況を見ると、既存入居者の高齢化と共に新規入居時における高齢単身・夫婦のみの世帯の割合が非常に高くなって

きている状況を踏まえ、一部の市町村においては、シルバーハウジング住宅の整備を進めてきているが、雪国である本県の気候風土の

観点からも、高齢者向け優良賃貸住宅も含めて、青森県全域で高齢者用の住宅を街なかで整備していくのが好ましい。また、収入超過

者及び高額所得者も少なからず存在することから、その受皿住宅として特定公共賃貸住宅などの整備が必要であると共に、過疎地域や

中山間地域などにおいては、定住人口確保の観点から、公営住宅を中心とする公的住宅の整備が求められている。

青森県及び青森市、弘前市、八戸市、五所川原市、十和田市、三沢市、むつ市、つがる市、平内町、蓬田村、外ヶ浜町、鰺ヶ沢町、西目屋村、藤崎
町、大鰐町、中泊町、板柳町、鶴田町、野辺地町、七戸町、おいらせ町、六戸町、横浜町、東北町、六ヶ所村、東通村、風間浦村、佐井村、五戸
町、南部町、階上町

青森県地域

 計画期間

 計画の名称

 都道府県名 青森県  作成主体名



 ２．課題

　整備に当たっては、財政状況が逼迫している状況を踏まえ、コスト縮減に向け、平成１７年度の県営住宅の建設事業において、買取

り方式を採用しており、その他借上げ方式も含め、今後の市町村営住宅の整備に普及させていく方針である。

　一方、民間住宅に対しては、本県の気候風土に相応しい住宅づくりを推進するために、県では、昭和６３年度に「雪と寒さに強い住

宅」の冊子を作成し普及に努めている。また防災対策の観点から、平成１６年度は「耐震診断マニュアル」を、平成１７年度は「耐震

改修マニュアル」及び「耐震改修ガイドブック」を作成し、平成１８年度はこれらを説明する講習会を開催し、耐震診断・改修を県民

や工務店などに普及させていく計画である。また情報メディア等において住宅リフォームが話題に取りざたされることが増えてきてい

る一方、高齢世帯における悪質リフォーム業者とのトラブルも増えてきていることから、平成１８年度に「青森県住宅リフォーム推進

協議会」を設置し、県民への情報提供や市町村における相談窓口設置を推進するなど、県民が安心して住宅をリフォームできる環境を

整備する予定である。

　さらに、市町村においては合併に伴う新たな枠組みにおける住宅・まちづくり政策の再構築が求められていることや、中心市街地の

活性化対策として街なか居住が見直されてきている等、現況把握や新たな整備手法などに関する諸調査も必要である。

○安心して暮らせる居住環境は全ての生活の基本となるものであるが、既存の公営住宅においては新耐震以前の住宅が多く、また、バ
リアフリー化・省エネ化等の居住性能向上対策も遅れている。

○市町村合併や社会・経済情勢の変化に伴う、新たな住宅・まちづくりに関する課題に対して十分な対応がなされていない。

○県民の住宅リフォームへの関心が高まってきているが、需要者が安心して住宅をリフォームできる環境が整っていない。



単　位 基準年度 目標年度

耐震性が確認された住宅の割合 ％

昭和５６年以降に建てられた住宅と昭和５
５年以前に建てられかつ耐震改修工事を
行った住宅の戸数の合計の全住宅戸数に対
する割合

66.6% 17 71.6% 22

バリアフリーに対応した公営住宅の占め
る割合

％
全ての公営住宅管理戸数に対しバリア
フリーに対応した戸数の占める割合

14.7% 17 18.7% 22

住宅リフォーム相談窓口の設置数 箇所
市町村に設置する住宅リフォーム相談
窓口の設置件数

3 17 38 22

※計画期間の終了後、上記の指標を用いて評価を実施する。

 ３．計画の目標

定　　義

 ４．目標を定量化する指標等

『災害や居住環境への関心が広がる中、住宅の省エネ化、設備改善、耐震化等を進めることにより、安全かつ健康的な住まい・まちづくりを実
現する』

『バリアフリー化を促進し、誰もがともに安心して豊かな生活を送れる住まい・まちづくりを実現する』

『県民の住宅リフォームへの関心が高まってきているので、需要者が安心して住宅をリフォームできる環境を整備する』

指　　標 従前値 目標値



 ５．目標を達成するために必要な事業等の概要

(1) 基幹事業の概要

(2)提案事業の概要

(3)その他（関連事業など）

・社会的弱者、住宅困窮者へのセーフティネットを構築するため公営住宅等整備事業を行う。
・バリアフリー化を促進するため、既存ストックの高齢者対応改善工事を実施する。
・住宅の省エネ化を推進するため、公営住宅既存ストックの外断熱改善工事を行う。
・老朽化し防災性能の低い改良住宅の住環境と防災性能の向上のため、改良住宅等改善事業を行う。

・市町村合併、社会・経済情勢に対応すべく、住宅動向の現況調査・予測需要調査を行う。
・住宅の設備改善を行うため、合併浄化槽設置整備事業補助を行う。
・民間住宅取得者の環境への関心を高めるため、省エネモデル住宅を建設する。
・持家のリフォームを考えている人が安心して工事を実施できる環境を整備するため安心すまいアップ促進事業を行う。
・過疎地域の定住促進に寄与するため、シンボルロード、公園他整備事業を行う。
・定住促進に寄与するため、市町村単独住宅建設等事業を行う。
・公営住宅の構造上の安全性を確認するため、旧耐震基準時に建設された建築物の耐震診断委託事業を行う。

・県民や建築関連業者の耐震診断・改修への関心を高めるため「わが家の耐震改修促進事業」を行う。
・以下の事業については平成23年度以降も継続して実施する。
　・公営住宅等整備事業（八戸市）
　　（中心市街地活性化のための街なか居住を推進するため、借上方式により公営住宅整備を行う。）



 ６．目標を達成するために必要な事業等に要する経費等

（金額の単位は百万円）

基幹事業

交付期間内
事業費

４８戸 61

弘前市 ２０戸 273

八戸市 ３５戸 415

五所川原市 ８３戸 1,069

むつ市 ２０戸 372

つがる市 ３８戸 611

蓬田村 － 217

外ヶ浜町 ２４戸 369

鯵ヶ沢町 ３０戸 416

鶴田町 － 5

七戸町 ６戸 88

横浜町 － 7

六戸町 ２３戸 390

東北町 １３戸 178

六ヶ所村 ４２戸 565

風間浦村 ８戸 99

五戸町 ４０戸 489

３０戸 493

階上町 ３０戸 220

８４００戸 3,289

青森市 ２２００戸 109

弘前市 ２０７８戸 56

八戸市 ２７００戸 203

五所川原市 ９１５戸 57

三沢市 １２６戸 7

むつ市 市営住宅 14

つがる市 市営住宅 3

蓬田村 村営住宅 3

外ヶ浜町 町営住宅 10

町営住宅 29

野辺地町 町営住宅 3

おいらせ町 １００戸 4

東北町 町営住宅 4

六ヶ所村 町営住宅 4

町営住宅 3

規模等

五戸町

鶴田町

青森県

事業主体

青森県

南部町

公営住宅等整備事業

公営住宅ストック総合改善事業

事業



青森県 県営住宅 15

住宅・建築物安全ストック形成事業 弘前市 市営住宅 1

－ 55

弘前市 － 93

八戸市 － 19

五所川原市 － 57

つがる市 － 242

外ヶ浜町 － 51

鯵ヶ沢町 － 29

中泊町 － 33

おいらせ町 － 104

六戸町 － 22

東北町 － 68

六ヶ所村 － 91

風間浦村 － 23

五戸町 － 60

南部町 － 78

階上町 － 42

１６０戸 4  
八戸市 ４００戸 34

五所川原市 ３０戸 11

鰺ヶ沢町 ２戸 1

中泊町 ８戸 150

西目屋村 ４戸 2

風間浦村 １１戸 6

八戸市 ８０戸 51

11,477

提案事業

交付期間内
事業費

弘前市 ８４戸 6

八戸市 ２２２戸 15

十和田市 ３６戸 3

むつ市 ４８戸 5

つがる市 １３３戸 8

外ヶ浜町 ５０戸 2

鰺ヶ沢町 ４２戸 4

鶴田町 ７８戸 2

中泊町 ３１戸 3

野辺地町 １６戸 1

県営住宅トータルライフサポート推進事業 青森県 県営住宅 6

弘前市

公的賃貸住宅アスベスト改修事業

公的賃貸住宅家賃低廉化事業

青森県

事業主体 規模等

住宅・建築物安全ストック形成事業

住宅地区改良事業等（改良住宅等改善事業）

合計

事業
細項目

公営住宅等の耐震診断



県営住宅多世代交流推進事業 集会所の改善 青森県 県営住宅 5

雪と寒さに強い青森型省エネ住宅普及促進事業 省エネ住宅ガイドライン策定 青森県 １式 4

CO2削減ビフォー・アフター事業 青森県 １式 5

建築物耐震化推進事業 青森県 １式 3

新規供給 西目屋村 １６戸 88

建替 六ヶ所村 ４戸 27

改善 六ヶ所村 ３０戸 27

八戸市 八戸市中心市街地 11

地域生活支援事業 若者定住支援事業 六戸町 六戸町内 1

青森のスギ木づかい住宅推進事業 青森県 １００戸 20

シンボルロード等整備 東通村 １式 104

下水道整備 青森市 １７７０m 94

下水道整備 大鰐町 ５００m 30

南部町 １２２ｍ 9

階上町 １００ｍ 6

土地整備 南部町 ３５４２㎡ 33

冬期歩行者空間確保除雪機貸与事業 青森市 青森市内 3

除排雪対策事業 青森市 青森市内 3

省エネ住宅の普及啓蒙 鯵ヶ沢町 ２戸 56

民間住宅の浄化槽整備補助 風間浦村 ２６戸 8

県営住宅 2

弘前市 市営住宅 1

八戸市 市営住宅 1

つがる市 市営住宅 2

１９２台 39

青森市 １７００台 77

弘前市 ９３台 11

八戸市 ３６台 10

むつ市 １０台 1

六戸町 ３４台 4

南部町 １１６台 10

階上町 ４０台 15

８２戸 6

八戸市 ７戸 1

五所川原市 １１７戸 16

むつ市 １５戸 2

鯵ヶ沢町 ２３戸 3

六戸町 ２１戸 3

五戸町 ３４戸 4

青森県内 10

五所川原市 五所川原市内 6

青森県

青森県

公営住宅等の駐車場整備

定住促進のための住宅の整備、改善

公営住宅等の移転費の補助事業

面的な居住環境の整備

住宅事情等把握のための調査

住情報提供

青森県

中心市街地まちなか住宅取得支援事業

青森県

省エネモデル住宅の建設及び普及啓発

道路整備



むつ市 むつ市内 9

平内町 平内町内 3

外ヶ浜町 外ヶ浜町内 6

六戸町 六戸町内 3

六ヶ所村 六ケ所村内 5

風間浦村 風間浦村内 4

南部町 南部町内 8

安心すまいアップ促進事業 青森県 １式 5

すまい環境きらりアップ事業 青森県 １式 8

公営住宅の除却等 ３７４戸 177

公営住宅の除却 むつ市 ３１戸 27

給食センターの除却 五戸町 ８６４㎡ 31

公民館の除却 南部町 １５７８㎡ 39

公営住宅団地案内看板設置事業 つがる市 2団地 2

県営住宅雪害対策事業 青森県 ４０戸 5

青森県 ６３２戸 17

２５００戸 11

弘前市 ３０５戸 9

八戸市 １９２戸 8

五所川原市 ３７９戸 6

十和田市 ５０４戸 7

三沢市 ６６戸 2

むつ市 ４４７戸 9

つがる市 ２３１９戸 11

外ヶ浜町 １５４戸 1

鯵ヶ沢町 １１５戸 2

藤崎町 ２７７戸 2

鶴田町 ２６１戸 1

中泊町 ４４７戸 4

野辺地町 ８８戸 1

七戸町 ２４８戸 5

おいらせ町 ２５８戸 9

六戸町 ５２戸 1

六ヶ所村 ２３５戸 5

風間浦村 ５９戸 1

佐井村 １０戸 1

青森県 １８団地 17

弘前市 ４２０戸 1

五所川原市 ２２戸 1

２２３ｍ 6

鶴田町 １団地 1
公営住宅等の安全性改善のための整備

住宅事情等把握のための調査

中泊町
転落防止柵整備

安心できる民間中古住宅市場の整備

公営住宅等の火災報知器整備

公営住宅等の地上デジタル放送対応

青森市

地域景観の整備

青森県



青森県 ２０７戸 5

外ヶ浜町 ２４戸 9

２７３４㎡ 1

六戸町 １団地 44

公営住宅等の防災対策 防火水槽整備 ２団地 7

青森県 １式 10

青森市 １式 19

県営住宅個別団地建替事業 アドバイザリー 青森県 ３０４戸 10

改善工事等 青森県 １１２７戸 226

引き込み開閉器改善 青森県 ３団地 7

便所に手摺設置 青森県 ３６戸 1

改善工事の設計 五所川原市 ３５２戸 1

町営住宅等の屋根等耐久性向上 鶴田町 １団地 1

水路改修事業 青森市 ６００m 136

居住環境形成施設整備事業 弘前市 １式 15

７１戸 31

つがる市 ４８戸 35

藤崎町 １０戸 4

七戸町 １０戸 5

おいらせ町 ２３戸 12

六戸町 ２４戸 7

横浜町 １０戸 1

東北町 １６戸 14

南部町 ４４戸 17

階上町 ３０戸 16

八戸市 ３７８４㎡ 106

５５５０㎡ 14

蓬田村 ２２４５２㎡ 39

六戸町 ２０４６２㎡ 63

六ヶ所村 ３４８８㎡ 28

公営住宅の入居者情報管理 町営住宅管理システム 外ヶ浜町 町営住宅 4

弘前市 ４４戸 17

藤崎町 ８戸 10

地域生活支援事業 モデル事業 六戸町 六戸町内 14

東北町 木造平屋１棟 72

南部町 木造平屋１棟 3

中心市街地 青森市 青森市内 5

合計 2,296

公営住宅等個別改善事業

つがる市

南部町

七戸町

五所川原市

非現地建替の場合の既存公営住宅等の除却

公営住宅のアスベスト対策事業

公営住宅の個別団地建替計画策定

公営住宅の用地購入

公営住宅等の児童遊園内の遊具の改善

中心市街地のまちなみ調査支援

地域の集会所の整備

公営住宅の用地造成



　　※交付期間内事業費は概算事業費

（参考）関連事業

わが家の耐震改修促進事業 －

つがる市かしわ地区まちづくり交付金事業 つがる市 ３６ｈａ

下田駅周辺地区まちづくり交付金事業 ３６ｈａ

（参考）平成２３年度以降継続事業

公営住宅等整備事業 八戸市 ５０戸

公営住宅等整備事業 ７０戸

規模等

青森県

規模等

事業主体

青森市

事業

おいらせ町

事業主体

事業



 ７．法第６条第６項の規定に基づく公営住宅建替事業に関する事項

※法第６条第６項に規定する公営住宅建替事業に関する事項を地域住宅計画に記載する場合には、法第12条に規定する施行要件の特例の対象となります。

 ８．法第６条第７項の規定に基づく配慮入居者及び特定優良賃貸住宅の賃貸に関する事項

 ９．その他公的賃貸住宅等の管理等に関する事項

「法」とは、「地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法」をいう。

・収入超過者数を低減させるため、収入超過者に係る平成１９年度以降の家賃の合理化と併せて、公営住宅法３０条に規定されるあっ
せん等を積極的に行う。

・障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）に基づく地域生活支援事業に係る規定が施行されること等を踏まえ、福祉部局と連
携の枠組みを構築し、住宅に困窮している障害者について適切に対応する。

※法第６条第７項に規定する配慮入居者及び特定優良賃貸住宅の賃貸に関する事項を地域住宅計画に記載する場合には、法第13条に規定する特定優良賃貸住宅の入居者の資格に係る認定の基準
の特例の対象となります。（ただし、一定の要件を満たすことが必要です。）


